
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の

整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

広
島
県
教
育
委
員
会

委
員
長

佐 

藤 

卓 

已

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則 

（
委
員
長
職
務
代
理
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

第
一
条 

委
員
長
職
務
代
理
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

）
は
、
廃
止
す
る
。

 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

本
則
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
「

前
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
二
名
以
上
」
を
「
の
定
数
の
三
分
の
一
以
上
の
委
員
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
た
だ
し
書
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
出
席
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を

第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条

第
六
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
整
理
完
結
」
を
「
作
成
完
了
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
整
理
」
を
「
作
成
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
の
一
部
改
正
）

第
三
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
一
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
委
員
長
」
を
「
教
育
委
員
会
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
委
員
長
名
」
を
「
教
育
委
員
会
教
育
長
名
」
に
、
「
教

育
委
員
会
委
員
長
印
」
を
「
教
育
委
員
会
教
育
長
印
」
に
改
め
る
。

 

（
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
広
島

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



 
 

本
則
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
、

本
則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

 

２ 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ

の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
を
次
の
教
育
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条 

教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
㈠
中
「
第
二

十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ

の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
を
次
の
教
育
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
こ
れ
」
を
「
そ
の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
教
育
委
員
会
会
議
傍
聴
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
会
議
傍
聴
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
項
、
第
二
条
第
三
号
及
び
第
三
条
第
四
号
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
、
「
第
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項

た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

 

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「広

島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
 

」
を
「広

島
県
教

 
 

育
委
員
会
教
育
長
 

」
に
改
め
る
。 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
（
平
成
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

 
 
 

附 

則

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


